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労災保険特別加入制度（中小事業主等） 

■労災保険は、「労働者災害補償保険」という名の通り、

“労働者”の仕事中のけがや病気のための保険です。 

 

■一方、特に中小企業だと、社長であっても現場に出

たり、従業員と一緒に同じ仕事をしている、という

ケースがよくあります。 

 そうすると、従業員と同じようにケガをしたり病気

になる可能性があります。 

 

■ですが、社長や役員、個人の方の事業主（以下、「中

小事業主等」）は、労働者のための補償保険である労

災保険は、本来は使えません。 

 

■そのために、労災保険には「特別加入制度」という

ものがあります。 

今回は、中小事業主等の特別加入制度について説明

します。 

 

■まず、中小事業主等の常時従業員数の範囲は以下の

通りです。 

  ▼金融、保険、丌動産、小売業・・・50 人以下 

  ▼卸売、サービス業・・・100 人以下 

  ▼上記以外 ・・・300 人以下 

 また、従業員を常時雇用していなくても、1 年間に

100 日以上使用していれば、常時雇用していること

になります。 

 

■特別加入に入るのに必要なことは、次の 2 点です。 

 ①会社等が労働保険に入っていること 

 ②労働保険事務組合に労働保険の事務を委託してい

ること 

 

■次に保険料ですが、特別加入ではない保険料は次の

様に計算します。 

≪建設業・林業の現場の労災≫ 

完成元請工事高の額×各業種の労務費率 

×各業種の労災保険料率 

 ≪それ以外の労災≫ 

  給不等の額×各業種の労災保険料率 

 

■ただし、特別加入は、違います。 

 まず、給付基礎日額というものがあり、そのうちど

れかを選びます。 

 3,500・4,000・5,000・6,000・7,000・8,000・

9,000・10,000・12,000・14,000・16,000・

18,000・20,000・22,000・24,000・25000 

 （下線の日額が昨年 10 月から増えています。） 

 保険料の計算は次の通りです。 

給付基礎日額×365 日×各業種の労災保険料率 

 

■例えば機械器具製造業ですと、料率が 5.5／1000

なので、もし 10,000 円の日額を選んだ場合、次の

通りです。 

   10,000×365×5.5／1000＝20,075円（年） 

 

■次に補償等についてですが、いくつか従業員とは違

う制約、取扱いがあります。 

 

①中小事業主等としての業務中の傷病には使えません。 

  従業員と同様の、労働者としての仕事でのケガ・

病気に使えます。 

  社長業、事業主としての仕事中はダメです。 

 

②残業は、みんなと一緒に 

  例えば社長が一人で残業していたときは効きませ

ん。（準備、後片付けは除きます。）他に一人でい

いので従業員と一緒に残業してください。 

 

③休業補償は日額が基礎 

  病気・ケガで長期欠勤する場合の休業補償は、従

業員は給不の額が基礎になって計算されますが、

特別加入は、前述の給付基礎日額が基礎になりま

す。（名前の通り） 

  なので、日額が低い方が保険料は安いのですが、

いざ休業補償という時も同様に低い補償しか受け

られません。（治療費は差がありませんが） 

 

④特別加入はみんな一緒に 

  役員等の特別加入の場合、役員全員で加入しない

といけません。社長一人だけ、ということはでき

ません。ただし、例えば監査役のように会社の仕

事は全くしない、というような役員等の方は入れ

なくて良いです。 

 

■新年度となり、労働保険年度も新年度を迎え、労働

保険料の申告業務が始まります。 

 新年度から特別加入をしてけがや病気に備えたらい
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かがでしょう。 

 

■当「諏訪労務管理センター」は、労働保険事務組合

ですので、委託していただければ特別加入の取り扱

いができます。 

お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

1．労働保険年度更新にかかる賃金集計について 

 4 月になりました。平成 25 年度確定・平成 26 年度

概算の労働保険料の計算のための、賃金集計をしなけ

ればなりません。 

 改めてご連絡いたしますが、以下のものが必要とな

りますので、準備方宜しくお願い致します。 

 

①給与台帳（賞与含む） 

（平成 25年 4月～平成 26年 3月支給分） 

（パート、アルバイトも含む全員分） 

②完成工事のことがわかるもの（建設業のみ） 

工事名・工事期間・完成工事高 

（平成 25年 4月～平成 26年 3月に完成した、

元請けの工事について） 

 

2．健康保険・介護保険料率について 

 平成 26年 3月から、介護保険料率が変更になってい

ます。健康保険料率は据え置きで、今までと同じ額で

す。（長野県の料率です。他都道府県はお手数でも、協

会けんぽのホームページをご覧ください。） 

 

（健康保険    ４．９２５ ％） 

＋（介護保険   ０．８６  ％）  

健康保険   ５．７８５ ％ 

厚生年金   ８．５６  ％ 

 

雇用保険   ０．５ ％（建設０．６％） 

 

 実際に社会保険料を変更するのは、（普通は）4月支

払いの給料から引く分からとなりますので、ご注意く

ださい。 

 また、賞与は、3 月 1 日以降支給する分から変更し

てください。 

 なお、介護保険該当者がいらっしゃるお客様に社会

保険料一覧表をお送りします。大事ですのでご確認く

ださい。 

3.70歳以上の方の窓口負担変更 

70歳から74歳の方は、お医者さんに行って窓口で支

払う一部負担金の割合が今まで1割でした。 

これが変更となり、平成26年4月1日以降70歳にな

る方（誕生日が昭和19年4月2日以降の方で被保険者・

被扶養者とも）が、70歳になる日の翌月以降にお医者さ

んにかかった分から、2割となっています。 

この3月31日の時点で70歳になっている方は、今ま

で通り1割負担です。 

 

 

 

 

「業務改善助成金」 

■今、厚生労働省の助成金で最も利用しやすいのでは

ないかと思われる助成金です。 

 添付資料をご確認いただき、当事務所でも申請でき

ますので、是非お問い合わせください。 

 

■概要 

 ①最低賃金以上で時間給換算 800 円未満の従業員

がいる場合、一番低い人の時間給相当額を 40 円

以上引き上げる。 

 ②引き上げた額をその会社等の最低賃金額として、

それより低い他の従業員がいれば、そこまで引き

上げる 

 ③業務改善となるような設備投資等（設備・機器・

車両等購入、システム構築、改装など）を行う 

 ①～③を行うと、 

▼30 人超企業→設備投資等の額の 2 分の 1 助成 

▼30 人以下企業→    〃   4 分の 3 助成 

（ただし最高 100 万円） 

 

■予算が終わると受け付けも終了します。 

今年度は早い時期での終了が予想されますので、お

早目にどうぞ。 

 

（あとがき） 

 「春」です。春は出会いと別れの季節ですが、我が家では

長男が高校を卒業し、一人暮らしを始めました。 

 子どもが外へ出たことに、とても感慨深く、そして寂しい

ものがありますが、若いうちにいろいろな経験をして大きく

なってほしいなと思います。 

 で、早く金食い虫を卒業して、早く自分で稼いでほしいと、

切に切に願う今日この頃です。        （キムラ） 

助成金だより 

大事な お 知 ら せ 

変更 
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しゃろうし みやさかの 

ひとりごと 

〒３９２－００２２ 諏訪市高島３－１２０１－９０ 

宮坂社会保険労務士事務所 

労働保険事務組合 諏訪労務管理センター 

Ｔｅｌ ５２－２４４４ Ｆａｘ ５２－６４６６ 

Ｅ－ｍａｉｌ： 

ｈｉｒｏｋｏ．ｍｉｙａｓａｋａ＠ｍｉｓａｗａｋａｉｋｅｉ．ｊｐ 

このほっとレターは、当事務所・センターとご縁

のあった方にお送りしています。 

なお、記載の情報等は、当事務所ホームページにも 

ありますので是非ご覧ください。 

http://misawakaikei.jp/sharoushi/index.html 
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